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政府と厚生労働省は、通常国会で医療改悪、労働基準法改悪の両法

案を通そうとしています。

医療改悪法案は、国民健康保険を都道府県単位にして医療サービス

と医療費の抑制を図り、後期高齢者医療の保険料軽減措置を廃止、入

院食事代の引き上げや、患者申出療養という保険の効かない医療を増

やす等の大幅改悪を狙っています。５月から参議院での審議が始ま

り、早期成立が狙われています。新婦人ではこの間、班や支部での医

療･介護改悪についての学習会を進めています。（写真は4/27に新婦

人白石支部が開催した学習会）

また、4/3に提出された「高度プロフェッショナル制度」を取り入

れた労働基準法改悪案は、何時間働こうが事前に決めた時間分しか賃

金が払われない「裁量労働制」を大幅に拡大、「残業代ゼロ」制度と

セットで、長時間労働とただ働きを野放しにする大改悪です。

これらの大改悪の内容を大いに学習し、多くの市民や労働者に知ら

せ、反対運動を強化しましょう。

3/13新婦人札幌協議会の就学援助相談・申請会には16人が参加（会員外の申

請は8名）。１日入学の会場前で渡した「新婦人のピンクのチラシ」を持って、

若い父親が会場にきましたが、深刻な表情で終始無言で書類に記入していまし

た。全体では一人家庭の母親の申請が多かったようです。

3/23年金者組合札幌支部協と、北商連・札幌各民商と札幌社保協が共同した

「年金下げるな！消費税上げるな！」宣伝が札幌地下歩行空間で行われました。

全体で６０人が参加し、年金署名500筆、消費税400筆が寄せられました

負担増に対抗する

学習決起集会

６月４日(木)14時～16時

菊水ビル４階中会議室

６月には国保料・介護保

険料・後期高齢者医療保

険料納付書等が届きます

札幌社保協

２０１５年度総会

７月１１日（土）

13:30～16:00

菊水ビル4階大会議室

ミニ学習講演会を予定

3/23に札幌市と道生連の交渉の中で、国民健康保険分野では、使

えない一部負担減免制度について改善の回答はほとんどなかったも

のの、2点で前進面がありました。

①一部負担減免の対象は原則滞納がないことだが、保険料を分割

納付している例は認められると、3月の区国保課長会議で確認。②負

担限度額認定証は、滞納していると発行しない場合が多いが、保険

料を分割納付していれば発行すると、4月の国保課長会議で確認。


